
公益財団法人津山社会教育文化財団 定款

第 1 章 総則

（名称）

第 1 条 この法人は、 公益財団法人津山社会教育文化財団と称する。

（事務所）

第2条 この法人は、 主たる事務所を岡山県津山市に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条 この法人は、 津山科学教育博物館、 付設歴史民俗館及び森本慶三記念館の資料を一般

の利用に供する事業を行い、 教育、 学術、 文化の発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次の各号に掲げる事業を行なう。

(1)津山科学教育博物館、 付設歴史民俗館の資料の収集、 保管、 展示公開及び調査

研究

(2)森本慶三記念館の建物の保存、 資料の整理、 保存及び公開

(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は岡山県津山市において行うものとする。

第3章 資産及び会計

（基本財産）

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産並びに

理事会で基本財産に繰り入れることを定めた財産は、 この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、 評議員会において別に定めるところにより、 この法人の目的を達成する

ために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、 碁本財産の一部を処分し

ようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、 あらかじめ理事会及び評

議員会の承認を要する。

3 別表第2の財産は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第

1 6号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

（事業年度）

第 6 条 この法人の事業年度は、 鉗年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第7条 この法人の事業計画書、 収支予算書、 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、 師事業年度開始の日の前日までに、 代表理事が作成し、 理事会の決議を

経て、 評議員会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も同様とする。
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